
　

「電子政府」で検索してください。

２０２４年７月版

事業報告書の提出のオンライン申請について

オンライン申請は自宅やオフィスのパソコンから申請できます

パソコンの環境設定

申請書のダウンロード

申請書の送信

到達番号の保存

状況照会

～ 申請の流れ ～

＜制度に関するに関する問い合わせ先＞
 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産市場整備課 不動産投資推進室

TEL：03-5253-8111 （内線：30215）

受付時間：平日9:30～18:00（土・日・祝除く）

＜電子申請システムに関する問い合わせ先＞ 

お問合せフォーム https://www.e-gov.go.jp/contact/inquiry.html

お電話でのお問合せ 050-3786-2225 

受付時間 4月・6月・7月 平日：9:00～19:00 土日祝：9:00～17:00

5月・8月から3月 平日：9:00～17:00

e-Gov電子申請システムはこちら

電子政府 検索

e-Gov電子申請システム（https://shinsei.e-gov.go.jp/）のご利用には、

e-Govアカウントの取得及び、e-Gov 電子申請アプリケーションの

インストールが必要です。

※導入作業が済んでいない方は「利用準備」をご参照ください。

国土交通省HP土地・不動産・建設業の「不動産投資顧問業について」

(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000262.html)より

事業報告書（別記様式第１７号第１～５面）

事業報告書（別記様式第１７号第６～１０面）

を取得し必要項目を入力し上書き保存をしてください。

電子申請画面に進みます。

①基本情報の入力

②「表紙」の入力

③「報告書」の添付

④申請内容の確認

を行い提出、という流れとなります。

正常に申請が完了すると、到達確認画面が表示されます。

申請後、申請状況を照会するときに、以下の番号を使用します。

「到達番号」
必要に応じて、保存・印刷を行なってください。

到達番号を使用して、申請状況の照会を行なう事ができます。
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１．　E-gov電子申請システムの推奨環境の確認、設定手順

動作確認済の環境について

日本国内で利用シェアの高いWebブラウザやモバイル機器のうち、

以下に示すもので e-Govの各Webサイトの表示確認テストを行っています。

OS ブラウザ

Windows 10 Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer 11

Windows 8.1 Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer 11

Windows 7 (注意) Internet Explorer 11

macOS 10.15 Chrome, Firefox, Safari 13

iOS 13 Safari

Android 9 Chrome

(注意)Windows 7 Extended Security Update（ESU）プログラムを利用する場合に限ります。

画面 確認事項
https://www.e-gov.go.jp/

１． デジタル庁が整備、運営する

ｅ－Govのトップページ

「e-govのサービス」より

「電子申請」を選択します。

e-Gov電子申請システムの

トップページへ移動します。

２． e-Gov電子申請システムの

トップページ

初めて利用される方は「利用準備」を

クリックして、パソコンの環境設定を

行なってください。

環境設定がお済みの方は「ログイン」

をクリックし、電子申請アプリケーション

を起動します。

「４．」に進んでください。

【電子申請】をクリック
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画面 確認事項

３． e-Gov電子申請システムの

利用準備画面

e-Gov電子申請の利用にあたって、

必要な準備を行います。

不動産投資顧問業の事業報告書提出

では、電子証明書は不要です。

①，②，③の手順に従い

パソコン環境の設定を行ないます。

①電子申請を利用する際に必要となる

アカウントを作成します。

既にアカウントを作成済の方は

②へ進んでください。

②電子申請の利用の際に必要となる

ブラウザの設定を行ないます。

③e-gov電子申請アプリケーションを

ご利用のパソコンにインストールします。

手順の詳細については

「アプリのインストール」をご参照ください。

画面最下部のボタンをクリックすると

アプリケーション起動画面へ移動します。

3



２．　電子申請起動の手順

画面 確認事項

４． e-Gov電子申請システムの

アプリケーション起動画面

「e-gov電子申請アプリケーションを起動」

ボタンをクリックします。

「□次回からは・・」をチェックする事で

この画面を省略する事が可能です。

左の画面が表示された場合は

「許可」ボタンをクリックしてください。

５． e－Govアカウントログイン画面

登録済のメールアドレスとパスワードを

入力し、ログインします。

６．
表示された画面で「手続検索」を

クリックします。
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画面 確認事項

７． 手続検索画面

表示された手続検索画面の

「所管行政機関から探す」から

「国土交通省」をクリックします。

８． 手続検索結果一覧画面

手続検索画面の検索条件に

所管行政機関

国土交通省

手続分野分類

大分類

国土交通

中分類

住宅・建築

小分類

不動産投資顧問業登録制度

を入力して、検索ボタンをクリックします。

「事業報告書等の提出」が検索されます

ので「申請書入力へ」ボタンをクリック

します。
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３．　申請書入力の手順

画面 確認事項

９． 申請書入力画面

基本情報の入力を行ないます。

基本情報には「申請者情報」と

「連絡先情報」の２つがあります。

「申請者情報を設定」、「連絡先情報を

設定」ボタンをクリックして必要項目の

入力を行ないます。

１０．
申請者情報入力画面

個人または法人の選択を行ないます。

個人と法人で入力必須項目が

異なります。
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画面 確認事項

１１． 申請者情報入力(法人)

画面上の案内に従って各項目の入力を

行ないます。

※「法人番号」は、国税庁指定の

数字１３桁の番号です。

登記簿記載の「会社法人等番号」とは

異なりますので注意してください。

必要な項目を入力し、「内容を確認」

ボタンをクリックし、「申請者情報入力

内容確認」画面に移動します。

7



画面 確認事項

１２． 申請者情報入力内容確認画面

入力内容に問題が無ければ「設定」

ボタンをクリックします。

変更の必要がある場合は「修正」

ボタンをクリックして再度入力を

行ないます。

申請者情報入力完了通知画面

入力が正常に終了し

申請者情報が登録された事を

お知らせします。
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画面 確認事項

１３． 連絡先情報入力(法人)

画面上の案内に従って各項目の入力を

行ないます。

※「法人番号」は、国税庁指定の

数字１３桁の番号です。

登記簿記載の「会社法人等番号」とは

異なりますので注意してください。

必要な項目を入力し、「内容を確認」

ボタンをクリックし、「連絡先情報入力

内容確認」画面に移動します。

１４．
連絡先情報入力内容確認画面

入力内容に問題が無ければ「設定」

ボタンをクリックします。

変更の必要がある場合は「修正」

ボタンをクリックして再度入力を

行ないます。

連絡先情報入力完了通知画面

入力が正常に終了し
連絡先情報が登録された事を
お知らせします。
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画面 確認事項

１５． 申請者情報選択画面

一覧より該当する申請者を選択します。

選んだ申請者が「選択中」として

表示されます。

新規に申請者を登録する場合は

「追加」ボタンをクリックして

新規申請者の情報を入力します。

一覧の申請者情報を変更・削除する

場合は、「編集」ボタンをクリックして

「申請者情報更新・削除」画面に移動し

必要な処理を行ないます。

１６． 申請者情報更新・削除画面

既に登録されている申請者情報の

内容変更・削除を行ないます。

行ないたい処理を選択します。

変更を行なう場合は、「入力内容確認」

画面で「修正」を選択し、実行します。
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画面 確認事項

１７． 申請書入力画面

前項で設定した「申請者情報」と

「連絡先情報」が表示されている事を

確認します。

提出年月日、提出者住所、提出者の

氏名又は名称を入力します。

※提出年月日は半角数字で

　入力してください。

予め作成した事業報告書、決算書を

添付します。
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画面 確認事項

１８． 添付書類追加画面

添付ファイル書類名の入力と

添付ファイルの指定を行ないます。

入力後、「添付」ボタンをクリックし

ファイル添付を確定させます。

書類名を入力後、 エリアにドロップ

若しくは、「参照」ボタンからファイルを選択

し設定します。

複数ファイルを添付する場合

ファイル数分「追加」を行ないます。

※画面上「任意」と表示されていますが

事業報告書、決算書の添付は必須です。

（一つのファイルに纏めても構いません。）

次に「提出先を選択」ボタンをクリックし

提出先を選択します。
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画面 確認事項

１９． 提出先選択画面

大分類

国土交通省

中分類

不動産・建設経済局

を選択します。

※小分類はありません。

「設定」ボタンをクリックして

提出先を確定します。

２０． 「申請データを保存」ボタン
ご使用中のパソコンに、入力した

申請データを保存します。

「一時保存して中断」ボタン
入力データを保存して中断します。

一時保存した入力データは

「マイページ」から読み出して

再開することが可能です。

「内容を確認」ボタン
入力内容を確認し、申請を行ないます。

２１． 申請データの保存

保存するデータの内容が表示され
ますので、内容を確認します。

保存先の変更が可能です。

保存を実行します。
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画面 確認事項

２２． 一時保存して中断

中断確認メッセージが表示されるので

OK/キャンセルを選択します。

OKを選択した場合

申請データの保存名を設定します。

一時保存した申請情報は

「マイページ」の「一時保存した申請案件」

に表示されます。

申請データ名をクリックすると

入力を再開できます。
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画面 確認事項

２３． 内容を確認

　

 メッセージが表示されるので

しばらくお待ちください。

通信環境により、数秒かかる場合が

あります。

申請内容確認画面

内容を確認し、問題が無ければ

「提出」ボタンをクリックして

申請を完了します。

再修正、表示内容のＰＤＦファイル出力が

可能です。

提出が実行されます。
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画面 確認事項

２４． 申請(事業報告書)提出

「提出」ボタンをクリックすると

提出が実行され、申請情報が

表示されます。

「マイページ」の「直近の案件」で

申請の状態を確認できます。

「到達番号」をクリックすると

詳細情報の確認が可能です。

また、申請の取下げを行なう事が可能です。
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４．　電子申請の取下げの手順

画面 確認事項

２５． 申請の取下げについて

申請状況のステータスが「審査中」と

なっている場合のみ、申請の取下げを

行なう事が可能です。

「マイページ」画面で「直近の案件」の

「到達番号」をクリックして申請案件状況を

確認します。

２６．
取下げ依頼画面

「取下げ依頼者氏名」と「取下げ理由」を

入力し、「内容を確認」ボタンをクリック

します。

※「取下げ依頼者氏名」は、必須入力です。
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画面 確認事項

２７． 取下げ依頼内容確認画面

取下げ依頼内容に問題が無ければ

「提出」ボタンをクリックし

取下げを実行します。

取下げ依頼内容を変更したいときは

「修正」ボタンをクリックして

依頼内容の修正を行ないます。

２８． 再認証パスワード入力画面

「提出」ボタンをクリックすると

再認証が要求されますので

ログイン時に使用したパスワードを入力し

「認証」ボタンをクリックしてください。

２９．
取下げ依頼完了画面

再認証が行なわれると

「取下げ依頼完了」画面が表示されます。

「申請案件状況一覧」画面の

「ステータス」が「審査中（取下げ処理中）」

となります。
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